
第２条第１項
第２号の職を
占める職員

第２条第２項
の職を占める
職員

円 円
２１７，０００ ３６，１００
２１７，０００ ３６，１００
２１７，０００ ３６，１００
２１７，０００ ３６，１００
２１７，０００ ３６，１００
２１７，０００ ３６，１００
２１７，０００ ３４，９００
２１７，０００ ３３，６００
２１７，０００ ３２，３００
２１７，０００ ３１，１００
２１７，０００ ２９，８００
２１７，０００ ２８，６００
２１７，０００ ２７，３００
２１７，０００ ２６，０００
２１７，０００ ２５，１００
２１７，０００ ２４，１００
２１４，７００ ２３，１００
２１２，４００ ２２，１００
２１０，１００ ２１，１００
２０７，８００ ２０，２００
２０５，５００ １９，２００
１９７，１００ １８，８００
１８７，６００ １８，３００
１７８，２００ １７，６００
１６８，７００ １７，２００
１５９，３００ １６，８００
１４７，４００ １６，４００
１３５，５００ １６，０００
１２３，６００ １５，４００
１１１，７００ １５，２００
９９，４００ １４，９００
８７，２００ １４，５００
７４，９００ １３，９００
６０，９００ １３，２００
４６，９００ １２，７００

第２条第１項
第１号の職を
占める職員

円
２５９，３００
２５９，３００
２５９，３００
２５９，３００
２５９，３００
２５９，３００
２５９，３００
２５９，３００
２５９，３００
２５９，３００
２５９，３００
２５９，３００
２５９，３００
２５９，３００
２５９，３００
２５９，３００
２５６，５００
２５３，７００
２５０，９００
２４８，１００
２４５，３００
２３５，５００
２２４，３００
２１２，７００
２０１，２００
１８９，６００
１７６，０００
１６２，３００
１４８，７００
１３５，０００
１２０，７００
１０６，３００
９２，０００
７６，９００
６１，９００

第２条第１項
第１号の職を
占める職員

第２条第１項
第２号の職を
占める職員

第２条第２項
の職を占める
職員

円 円 円
３７０，４００ ３１０，０００ ５１，６００
３７０，４００ ３１０，０００ ５１，６００
３７０，４００ ３１０，０００ ５１，６００
３７０，４００ ３１０，０００ ５１，６００
３７０，４００ ３１０，０００ ５１，６００
３７０，４００ ３１０，０００ ５１，６００
３７０，４００ ３１０，０００ ４９，８００
３７０，４００ ３１０，０００ ４８，０００
３７０，４００ ３１０，０００ ４６，２００
３７０，４００ ３１０，０００ ４４，４００
３７０，４００ ３１０，０００ ４２，６００
３７０，４００ ３１０，０００ ４０，８００
３７０，４００ ３１０，０００ ３９，０００
３７０，４００ ３１０，０００ ３７，２００
３７０，４００ ３１０，０００ ３５，８００
３７０，４００ ３１０，０００ ３４，４００
３６６，４００ ３０６，７００ ３３，０００
３６２，４００ ３０３，４００ ３１，６００
３５８，４００ ３００，１００ ３０，２００
３５４，４００ ２９６，８００ ２８，８００
３５０，４００ ２９３，５００ ２７，４００
３３６，４００ ２８１，５００ ２６，８００
３２０，４００ ２６８，０００ ２６，２００
３０３，９００ ２５４，５００ ２５，２００
２８７，４００ ２４１，０００ ２４，６００
２７０，９００ ２２７，５００ ２４，０００
２５１，４００ ２１０，５００ ２３，４００
２３１，９００ １９３，５００ ２２，８００
２１２，４００ １７６，５００ ２２，０００
１９２，９００ １５９，５００ ２１，７００
１７２，４００ １４２，０００ ２１，３００
１５１，９００ １２４，５００ ２０，７００
１３１，４００ １０７，０００ １９，８００
１０９，９００ ８７，０００ １８，９００
８８，４００ ６７，０００ １８，２００
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人
事
委
員
会
規
則

職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
三
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
項
第
二
号
中
「
外
国
人
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す

る
条
例
」
を
「
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
」
に
改
め

る
。附

則
別
表
の
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
職
を
占
め
る
職
員
の
項
か
ら
第
二
条
第
二
項
の
職
を
占
め
る
職
員

の
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
の
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
職
を
占
め
る
職
員
の
項
か
ら
第
二
条
第
二
項
の
職
を
占
め
る
職
員
の
項

ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
附
則
別
表
及
び
別
表
の
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
一

日
か
ら
適
用
す
る
。

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
三
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
号
中
「
百
分
の
二
百
五
」
を
「
百
分
の
二
百
十
五
」
に
、
「
百
分
の
二
百
四
十
五
」
を

「
百
分
の
二
百
五
十
五
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
百
分
の
九
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
・
五
」

に
、
「
百
分
の
百
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
規
定

は
、
令
和
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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